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Ａ000 初診料 ・ Ａ001 再診料

Ｃ003 在宅がん医療総合診療料

在宅がん医療総合診療料を算定した場合は、その他の項に名称、日数及び点
数を記載すること。なお、小児加算又は在宅データ提出加算を算定した場合は、
その他の項に名称及び点数を記載すること。

外来感染対策向上加算、連携強化加算、サーベイランス強化加算又は電子的
保健医療情報活用加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、
「摘要」欄に名称を記載すること。
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Ｃ107－3 在宅ハイフローセラピー指導管理料

在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称
及び点数を記載すること。在宅ハイフローセラピー材料加算又は在宅ハイフ
ローセラピー装置加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算
を加算した点数を記載すること。在宅ハイフローセラピー指導管理に用いる
薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載する
こと。

在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名
称及び点数を記載すること。

Ｃ110－5 在宅⾆下神経電気刺激療法指導管理料
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Ｃ112－2 在宅喉頭摘出患者指導管理料

在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数
を記載すること。

在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び
点数を記載すること。また、在宅経肛門的自己洗腸用材料加算を算定した場合
は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。導入初期加算を算定し
た場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。

Ｃ119 在宅経肛⾨的⾃⼰洗腸指導管理料
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Ｃ121 在宅抗菌薬吸⼊療法指導管理料

時間外緊急院内検査加算を算定した場合には、加算点数として得た点数を
「点数」欄に記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。また、特殊染⾊加算、嫌
気性培養加算、⾎管内超⾳波加算、⾎管内光断層撮影加算、冠動脈⾎流
予備能測定検査加算、⾎管内視鏡検査加算、⼼腔内超⾳波検査加算、超
⾳波内視鏡検査加算、⼤腿⾻同時撮影加算、広⾓眼底撮影加算、⼩児矯
正視⼒検査加算、狭帯域光強調加算、バルーン内視鏡加算、内視鏡的留置
術加算、粘膜点墨法加算、ガイドシース加算、ＣＴ透視下気管⽀鏡検査加
算⼜は顕微内視鏡加算を算定した場合は、それぞれ名称及び当該加算を加算
した点数を記載すること。

在宅抗菌薬吸入療法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及
び点数を記載すること。導入初期加算を算定した場合は、名称及び当該加
算を加算した点数を記載すること。また、在宅抗菌薬吸入療法用ネブライ
ザ加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載するこ
と。

時間外緊急院内検査加算を算定した場合には、加算点数として得た点数を
「点数」欄に記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。また、特殊染色加算、
嫌気性培養加算、血管内超音波加算、血管内光断層撮影加算、冠動脈血流予備
能測定検査加算、血管内視鏡検査加算、心腔内超音波検査加算、超音波内視鏡
検査加算、大腿骨同時撮影加算、広角眼底撮影加算、小児矯正視力検査加算、
狭帯域光強調加算、バルーン内視鏡加算、内視鏡的留置術加算、粘膜点墨法加
算、ガイドシース加算、ＣＴ透視下気管支鏡検査加算又は顕微内視鏡加算を算
定した場合は、それぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。

検体検査実施料 時間外緊急院内検査加算
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「初診」、「再診」、「医学管理」、「在宅」、「投薬」、「注射」、「処置」、「⼿
術・⿇酔」、「検査・病理」、「画像診断」、「その他」及び「⼊院」欄について

各欄又は「摘要」欄への診療行為等の名称（以下この項において単に「名
称」という。）、回数及び点数の記載方法は、次のイからシまでのとおりで
あること。また、名称、回数及び点数以外の「摘要」欄に記載する事項等は、
別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（医科）」のとお
りであること次のとおりであること。ただし、（ウ）に掲げる別表Ⅲについ
ては、令和４年10月診療分以降、診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定
する厚生労働大臣が指定する病院からの電子レセプト請求による場合に限る
ものとする。
(ア) 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（医科）」
(イ) 別表Ⅱ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（薬価基
準）」
(ウ) 別表Ⅲ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（検査値）」

次ページへつづく
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なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰから別表Ⅲまでの「レ
セプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目につい
ては、令和２年10月診療分以降、「電子情報処理組織の使用による費用
の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等
を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規
格」に基づき、該当するコードを選択すること。なお、令和２年３月31
日以前から適用されているただし、別表Ⅰ（令和４年４月１日適用の旨
が表示されたコードに限る。）、別表Ⅱ及び別表Ⅲのコードについては、
令和２年９月４年10月診療分まで以降に選択するものとして差し支えな
いこと。
書面による請求を行う場合においては、名称について、別表ⅡⅣ「診

療行為名称等の略号一覧（医科）」に示す略号を使用して差し支えない
こと。


